
【問い合わせ先】
国土交通省 近畿地方整備局 姫路河川国道事務所 河川管理第一課
〒670－0947 姫路市北条1-250 ☎079-282-8505

近畿地方で初めて「海岸協力団体２団体」を指定
ー神戸市立須磨海浜水族園において指定証の伝達式を行いましたー

近畿地方で初めて「海岸協力団体２団体」を指定
戸市立須磨海浜水族園において指定証の伝達式を行いま
した

－姫路河川国道事務所－

【式典の概要】
日 時：平成２９年９月４日（月）１１：００～１１：４０
場 所：神戸市立須磨海浜水族園 大水槽前

【須磨海浜水族園吉田園長
のコメント】
次の世代に海を守り次いで
もらうため、これからも環
境学習に一層力を注いでい
きたい。

▲左から吉田裕之園長、信田智所長、
松沢慶将会長

▲ウミガメの産卵の様子
（H26年6月 明石市内の海岸）

▲本年で開園６０周年を迎える須磨海浜水族園

Ｈ29.9.4

「神戸市立須磨海浜水族園」と「NPO法人日本ウミガメ協議会」はウミガメの保
護、調査研究等の活動により海岸環境の保全に貢献されており、この２団体に対
して、姫路河川国道事務所の信田所長から指定証の伝達を行いました。

▲造成アマモ場のモニタリング ▲水族園のウミガメ

【日本ウミガメ協議会松沢
会長のコメント】
占用手続きが簡素化される
ことは、今後の調査活動に
有益であり、活動をより推
進していきたい。

• 海岸において活動する民間の法人・団体を海
岸協力団体として指定することにより、活動の
支援を行うもの。

• 指定により、海岸管理のパートナーとして地域
に根ざした民間による活動が促進され、地域の
実情に応じた多岐にわたる海岸管理の充実を
図ることを目的としている。

海岸協力団体とは


